
名古屋市鯱城学園「陶芸実習指導員」 募集要項 
 

 

令和 6年 8月 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 

 

名古屋市社会福祉協議会 名古屋市鯱城学園「陶芸実習指導員」の採用試験を次のとおり実施し

ます。 

 

名古屋市鯱城学園とは 

名古屋市鯱城学園条例に基づき、高齢者の教養、生きがいの向上及び社会的活動への参加促進

に寄与することを目的に設置された学園です。 

鯱城学園の詳しい内容は、ホームページ（https://kojogakuen.com/）をご覧ください。 

 

楽陶館とは 

楽陶館は、名古屋市鯱城学園陶芸専攻の実習施設として設置され、週 2日の授業と週 1日のク

ラブ活動に使用するほか、名古屋市民を対象に陶芸体験コース、初心者のための入門コース、経

験者のための研究コース、夏休み子ども陶芸教室など各種の陶芸教室を開催しています。 

 

陶芸専攻とは 

この専攻では、「陶芸に関する基礎的な知識と技術を習得し、創作のよろこびを味わい鑑賞力

を高めて、日常の生活を豊かにする」ことを目標に掲げ、目標に沿った専門講座を各学年年間約

20回開講します。1学年の定員は 40名（2学年で 80名）です。 

 

１ 募集職種、採用人員、受験資格、業務内容 

(1)募集職種、採用人員、受験資格、業務内容 

募集職種 陶芸実習指導員 

採用人員 1名 

受験資格 

次の(1)(2)のいずれかに該当する方  

(1) 学校教育法に定める大学（短期大学を含む）・専修学校・高等学校に 

おいて陶芸を専攻する学科を卒業した方、またはそれに類する学校・ 

専門校を修了した方 

(2) 陶芸の指導業務に従事した経験を通算 1年以上有する方 

※ 採用試験申込書提出の際、上記(1)または(2)を証明する書類の写しを

ご提出ください。 

  (1)の例：卒業証明書、成績証明書 等 

  (2)の例：経験を証明する書類（在職証明書、給与明細書 等） 

業務内容 

名古屋市鯱城学園楽陶館において実施する陶芸（陶芸専攻における専門

講座、陶芸クラブ、市民を対象とした陶芸教室、卒業生組織の支援）の指

導業務及び施設・設備の整備 

 

(2)その他 

   次のいずれかに該当する方は受験できません。 

① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなく 

 なるまでの者 

② 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で 

破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

２ 採用予定日 

令和 6年 10月 1日以降 



 

３ 採用試験 

 （１）日時 

受験希望者と相談の上、採用試験の実施が可能な日時で決定 

     ※採用試験当日は試験開始 15分前までに集合 （試験会場の開場：試験開始 45分前） 

 （２）会場 

    名古屋市総合社会福祉会館（名古屋市北区清水四丁目 17番 1号） 

 （３）試験内容 
①小論文試験 60分間（100点） 

②面接試験 約 20分間（180点） 

 ※面接試験は、順番に行います。受験者数により長時間お待ちいただくことがあります。 

（面接の順番によっては、小論文試験終了後から面接開始までの時間、一時外出可とする場合

があります。） 

 ・小論文、個別面接のどちらか一方でも受験されなかった場合は失格となります。 

 ・得点率が合格最低基準（満点の 60％）に満たないときは、総合順位が採用予定人数の範囲内

にある場合でも不合格となります。 

 （４）試験結果の発表 
採用試験日から２週間以内に受験者全員に通知します。 

なお、合否について電話等による問い合わせには応じられません。 

 （５）注意事項 

不正行為等の防止の観点から、試験会場内における携帯電話等の通信機器の操作や、一

切の情報の送受信等を禁止します。試験会場に到着する前に、通信機器の電源を切り、必

ずかばんの中にしまってください。以上の内容について違反が確認されたときは、当該受

験を無効とする場合があります。 

 

４ 試験結果の開示 

   試験成績については、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会個人情報保護規程に基づき、口

頭で開示を請求することができます。開示は閲覧により行います。 

請求できる人 開示内容 請求期間 請求方法 

不合格者 

総合順位 

総合得点 

試験種類別得点 

・採用試験日の翌日から 30日 

（土・日・祝日・振替休日を含 

む） 

・8時 45分から 17時 30分 

まで（12時～13時は除く） 

名古屋市社会福祉協議

会総務部において、必ず

受験者本人が①運転免許

証、旅券、健康保険証等

の身分証明書及び②受験

番号票（試験当日にお渡

しするもの）を提示して

口頭で申し出てくださ

い。 

 

（注）・ 請求できるのは受験者本人が直接名古屋市社会福祉協議会に来所した場合のみです。

（代理による請求はできません）また、電話・郵便等による請求は受け付けておりませ

ん。 

・ 必要提示書類（身分証明書及び受験番号票）がない場合は開示できません。 

 

５ 試験合格者の発表から採用まで 

(1) 試験合格者には採用に向けて令和 6年 9月中旬以降に健康診断を受けていただき、関係書類

を提出していただきます。 

(2) 傷病等により職務に支障があると認められる場合等には、採用されないことがあります。 

(3) 受験資格がないことや受験申込書記載事項に不正があることが判明した場合には、合格を取

り消すことがあります。 

 



６ 処 遇 

勤 務 場 所 
名古屋市鯱城学園楽陶館 

 名古屋市名東区社が丘三丁目 1206番地 

雇 用 期 間 

採用日から１年間。ただし、勤務状況等により雇用更新（更新１回を限度）

をする場 合があります。  

※無期雇用への転換制度（定年６５歳）あり 

有期雇用期間中の勤務成績等が一定水準以上の方は、雇用期間満了時（採用

１年後 または２年後）に、雇用期間の定めがない、いわゆる『定年制』（定年６５歳）

に転換できる制度があります。 

（有期雇用期間満了日の属する年度の末日時点で 66 歳以上の方は無期雇用転換の対象外となります） 

採用      １年後                ２年後      ６５歳到達年度末 

雇用契約     無期雇用転換                           定年退職 

 (１年間)      雇用契約更新（１年間）     無期雇用転換       定年退職 

 雇用期間満了（退職）      雇用期間満了（退職） 

勤 務 時 間 

（１）8時 45分から 16時 45分（休憩 1時間）または 9時 30分から 17 

時 30分（休憩 1時間） 

（２）月曜～金曜（土曜、日曜日及び祝日を除く。ただし学園事業によっ 

て勤務とする場合あり） 

給 与 等 

月額 218,500円 

この他、期末・勤勉手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給を支給します。 

※ 昇給なし 

そ の 他 健康保険、厚生年金、雇用保険、労働者災害補償保険に加入します。 

 ※ 鯱城学園は指定管理施設であり、上記にかかわらず指定管理者の選定の状況により更新でき

ない場合があります。 
 

７ 申込方法（郵送に限ります。持参はご遠慮ください。）  

①別紙採用試験申込書【両面】及び②卒業証明書または経験証明書等の写しを同封のうえ、

令和 6年 8月 30日（金）まで（消印有効）に名古屋市社会福祉協議会経理企画部あて郵送し

てください。【封筒の表に「受験申込」と朱書きしてください】 

申込受付後に受験票等は発行しませんので、当日直接会場へお越しください。 

   なお、ご提出いただいた書類は返却しません。 

 

８ 申込先・問合先 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 経理企画部（担当／鷲見（すみ）・大野） 

  〒462-8558  名古屋市北区清水四丁目 17番 1号 名古屋市総合社会福祉会館 5階 

    電話 052-911-3192 FAX 052-913-8553 

 

 

 

 

 

 

 

● 地下鉄名城線「黒川駅」下車  

①番出口 徒歩約７分 

【試験当日の連絡先】 

 試験当日の電話連絡は、午前 8 時 45 分から試

験開始時間までに上記問合先へおかけくださ

い。 


